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資料－３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大飯発電所原子炉施設保安規定 
 

上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 
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１．上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載方針 
 

設置変更許可申請書（ＤＢ、技術的能力）の記載内容から保安規定に記載すべき内容を整理する

に当たっては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以下の方針により記載する。 
 

（１）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 
1. はじめに 

設置変更許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階においても継続して確保

されることを担保するために必要な事項を保安規定に要求事項として規定 
 

2.2.1  保安規定に記載すべき事項 
保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を定める 

 
（２）保安規定の記載方針 

上述の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で記載する。 
① 設置許可本文は、規制要求事項であるため、設置許可本文のうち運用に係る事項について実施

手段も含めて網羅するように保安規定に記載する。 

ただし、例示や多様性拡張設備等に相当する部分の記載は任意とする。 

 

② 設置許可の添付書類は、直接の規制要求ではないが、（1）項の基本方針に沿って、要求事項に

適合するための行為内容の部分は保安規定に記載し、実施手段に相当する部分は必要に応じて 2

次文書他に記載する。 

また、2 次文書他に記載するものについてはその理由を明確にする。 

 

③ 保安規定の記載にあっては、保安規定本文には保安規定審査基準にて要求されている内容に応

じた記載（行為内容の骨子）とし、具体的な行為内容は、保安規定添付 2および添付 3 に記載す

る。 

 

④ 設置許可本文、添付書類の図、表は、法令等へ適合することを確認した内容の行為者および

行為内容に係る部分を保安規定に添付する。 

ただし、同図、表の内容が保安規定に記載されている場合は任意とする。 
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２．保安規定の記載方針フォーマットの説明 
 

項  目 説 明 内 容 

設置変更許可申請書 

【本文】 

○「黒字」により、設置変更許可申請書（本文）の内容を記載する。 

〇「黒字（赤下線）」により、変更申請箇所を明確にする。 

○「青字（赤下線）」により、変更申請箇所のうち、保安規定およ

び関連する社内規定文書（2 次文書）に記載すべき内容を明確に

する。 

○「緑字（赤下線）」により、変更申請箇所のうち、関連する社内

規定文書（2 次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

設置変更許可申請書 

【添付書類】 
○「黒字」により、設置変更許可申請書（添付書類）の内容を記載

する。 

〇「黒字（赤下線）」により、変更申請箇所を明確にする。 

○「青字（赤下線）」により、変更申請箇所のうち、保安規定およ

び関連する社内規定文書（2 次文書）に記載すべき内容を明確に

する。 

○「緑字（赤下線）」により、変更申請箇所のうち、関連する社内

規定文書（2 次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載する。 
○「黒字（青下線）」により、要求事項を実施する行為者を明確に

する。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 
○社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容の記載の考え方を記

載する。 
○保安規定及び社内規定文書（2次文書）他に記載しない場合の考

え方を記載する。 

社
内
規
定
文
書 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書）を記載する。 
○「（新規）」により、新規に制定した社内規定文書を明確にする。 
○「（既存）」により、既存の社内規定文書を改正したものを明確に

する。 

記載内容の概要 ○関連する社内規定文書（2 次文書）の具体的な記載内容を記載す

る。 
○「（新規記載）」により、社内規定文書に新規に記載したことを明

確にする。 
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３．上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 
 

上流文書（設置変更許可申請書） 保安規定対象条文 
（１） 添付書類八（11. 運転保守） 

 
第１２５条の６ 
添付６ 

（２） 本文九号 ＋添付書類九（1. 放射線防護に関する基本方針） 
本文九号 ＋添付書類九（2. 放射線管理） 
 

第１７７条の２ 
第１７８条 
第１８２条 
添付７ 
添付８ 
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（
１

）
添

付
書

類
八

 

 

 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

R
0
2
.0
1
.
2
9 

許
可
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
】
 

R
0
2
.0
1
.
2
9 

許
可
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
の
考
え
方
 

 
【

添
付

書
類

八
】

 
1
1
.
運

転
保

守
 

1
1
.
1
 
運

転
保

守
の

基
本

方
針

 
原

子
炉

施
設

の
運

転
保

守
の

基
本

方
針

及
び

基
本

設
計

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

 
事

項
は

「
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

」
第

4
3
 

条
の

3
 
の

2
4
 
の

規
定

に
基

づ
い

て
定

め
る

大
飯

発
電

所
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
中

略
）

 
1
1
.
7
 
保

守
 

原
子

炉
施

設
の

保
守

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

定
期

的
な

検
査

、
保

修
及

び
改

造
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

し
、

原
子

炉
施

設
の

安
全

の
確

保
を

妨
げ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
行

う
。

 
（

以
下

略
）

 
 

 

（
原

子
炉

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
お

よ
び

長
期

施
設

管
理

方
針

）
 

第
１

２
５

条
の

６
 
原

子
力

発
電

部
門

統
括

は
、
３

号
炉

に
関

し
、
重

要
度

分
類

指
針

に
お

け
る

ク

ラ
ス

１
、
２

、
３

の
機

能
を

有
す

る
機

器
お

よ
び

構
造

物
※

１
な

ら
び

に
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
属

す
る

機
器

お
よ

び
構

造
物

※
１
※
２
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
機

器
お

よ
び

構
造

物
」

と
い

う
。
）
に

つ
い

て
、
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
３

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
実

施

し
た

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
、
第

１
２

条
の

２
に

定
め

る
原

子
炉

の
運

転
期

間
を

変
更

す
る

場

合
、

あ
る

い
は

そ
の

他
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
を

行
う

た
め

に
設

定
し

た
条

件
、

評
価

方
法

を
変

更
す

る
場

合
は

、
当

該
評

価
の

見
直

し
を

行
い

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
、
策

定

し
た

長
期

施
設

管
理

方
針

を
変

更
す

る
。

 

(
1
)
 
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
 

(
2
)
 
前

号
に

基
づ

く
長

期
施

設
管

理
方

針
の

策
定

※
３
 

２
．
原

子
力

発
電

部
門

統
括

は
、
４

号
炉

に
関

し
、
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

つ
い

て
、
営

業
運

転

を
開

始
し

た
日

以
後

３
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
前

項
(
1
)
、

(
2
)
の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

３
．
原

子
力

発
電

部
門

統
括

は
、
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

つ
い

て
、
各

号
炉

毎
、
運

転
期

間
延

長

申
請

※
４
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
４

０
年

を
経

過
す

る
日

ま

で
に

、
実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
、
こ

れ
に

基
づ

き
、
第

１
項

(
1
)
、
(
2
)
の

事
項

を

実
施

す
る

。
 

４
．
原

子
力

発
電

部
門

統
括

は
、
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

つ
い

て
、
各

号
炉

毎
、
認

可
※

５
を

受
け

た
延

長
期

間
が

１
０

年
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
５

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
、
実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
、
こ

れ
に

基
づ

き
、
第

１
項

(
1
)
、

(
2
)
の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

５
．

３
号

炉
の

長
期

施
設

管
理

方
針

は
添

付
６

に
示

す
も

の
と

す
る

。
 
 

 ※
１
：
動

作
す

る
機

能
を

有
す

る
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

関
し

、
原

子
炉

施
設

の
供

用
に

伴
う

劣

化
の

状
況

が
的

確
に

把
握

さ
れ

る
箇

所
を

除
く

。
 

※
２
：
「

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
」
と

は
、
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
第

４
３

条
第

２
項

の
設

備
を

い
う

。
 

※
３
：
３

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
策

定
す

る
場

合
は

１
０

年
間

の
、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
延

長
す

る
期

間
が

満
了

す
る

日
ま

で
の

方
針

。
 

※
４

：
原

子
炉

等
規

制
法

第
４

３
条

の
３

の
３

２
第

４
項

に
規

定
さ

れ
る

申
請

を
い

う
。

 

※
５

：
原

子
炉

等
規

制
法

第
４

３
条

の
３

の
３

２
第

２
項

に
規

定
さ

れ
る

認
可

を
い

う
。

 

○
３

号
炉

の
原

子
炉

施
設

の
経

年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

お

よ
び

長
期

施
設

管
理

方
針

の
策

定

に
伴

い
、

下
記

を
記

載
す

る
。

 

・
３

号
炉

に
お

い
て

、
「

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

」
お

よ

び
「

策
定

し
た

長
期

施
設

管
理

方

針
」
に

つ
い

て
、
原

子
炉

の
運

転
期

間
を

変
更

す
る

場
合

、
そ

の
他

経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価

を
行

う
た

め
に

設
定

し
た

条
件

、

評
価

方
法

を
変

更
す

る
場

合
は

当

該
評

価
の

見
直

し
お

よ
び

そ
の

結

果
に

基
づ

き
長

期
施

設
管

理
方

針

を
変

更
す

る
こ

と
 

・
４

号
炉

に
お

い
て

、
営

業
運

転
開

始
以

後
３

０
年

を
経

過
す

る
日

ま

で
に

「
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術

的
な

評
価

」
お

よ
び
「

長
期

施
設

管

理
方

針
の

策
定

」
を

実
施

す
る

こ

と
 

・
３

号
炉

の
長

期
施

設
管

理
方

針
を

添
付

６
に

示
す

こ
と

 

安
全

管
理

通
達

 

 

・
安

全
管

理
通

達
に

紐
付

く
社

内
標

準
に

お
い

て
、

「
経

年
劣

化
に

関

す
る

技
術

的
な

評
価

」
お

よ
び

「
策

定
し

た
長

期
施

設
管

理
方

針
」

に
つ

い
て

、
原

子
炉

の
運

転

期
間

を
変

更
す

る
場

合
、

そ
の

他

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評

価
を

行
う

た
め

に
設

定
し

た
条

件
、

評
価

方
法

を
変

更
す

る
場

合

は
当

該
評

価
の

見
直

し
お

よ
び

そ

の
結

果
に

基
づ

き
長

期
施

設
管

理

方
針

を
変

更
す

る
こ

と
等

に
つ

い

て
は

記
載

済
で

あ
り

、
社

内
標

準

の
変

更
は

不
要

で
あ

る
。

 

 
 

添
付

６
 
長

期
施

設
管

理
方

針
（

第
１

２
５

条
の

６
関

連
）

 

 ３
号

炉
 
長

期
施

設
管

理
方

針
（

始
期
：
２

０
２

１
年

１
２

月
１

８
日

、
適

用
期

間
：
１

０
年

間
）
 

 N
o
.
 

施
設

管
理

の
項

目
 

実
施

時
期

※
１
 

１
 

原
子

炉
容

器
胴

部
（

炉
心

領
域

部
）
の

中
性

子
照

射
脆

化
に

つ
い

て
は

、
今

後
の

原
子

炉
の

運
転

サ
イ

ク
ル
・

照
射

量
を

勘
案

し
て

第
４

回
監

視
試

験
の

実
施

計
画

を
策

定
す

る
。

 

中
長

期
 

２
 

原
子

炉
容

器
等

の
疲

労
割

れ
に

つ
い

て
は

、
実

績
過

渡
回

数
の

確

認
を

継
続

的
に

実
施

し
、
運

転
開

始
後

６
０

年
時

点
の

推
定

過
渡

回
数

を
上

回
ら

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

中
長

期
 

   

○
３

号
炉

に
つ

い
て

、
策

定
し

た
長

期
施

設
管

理
方

針
、
始

期
、
施

設
管

理
の

項
目

お
よ

び
実

施
時

期
に

つ

い
て

記
載

す
る

。
 

 

安
全

管
理

通
達

 
・

安
全

管
理

通
達

に
紐

付
く

社
内

標

準
に

お
い

て
、
「

経
年

劣
化

に
関

す

る
技

術
的

な
評

価
」
の

結
果

に
基

づ

き
定

め
た

「
長

期
施

設
管

理
方

針
」

の
実

施
に

つ
い

て
記

載
済

で
あ

り
、

社
内

標
準

の
変

更
は

不
要

で
あ

る
。
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（
２

）
本

文
九

号
＋

添
付

書
類

九
 

 設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

R
0
2
.0
1
.
2
9 

許
可
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
】
 

R
0
2
.0
1
.
2
9 

許
可
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
の
考
え
方
 

九
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
お

け
る

放
射

線
の

管
理

に
関

す
る

事
項

 
イ

．
核

燃
料

物
質

及
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
に

よ
る

放
射

線
被

ば
く

の
管

理
の

方
法

 
(
1
)
 
放

射
線

防
護

に
関

す
る

基
本

方
針

・
具

体
的

方
法

 
放

射
線

の
被

ば
く

管
理

及
び

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
に

当
た

っ
て

は
、

「
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

」
（

以
下

「
原

子
炉

等
規

制
法

」
と

い
う

。
）

及
び

「
労

働
安

全
衛

生
法

」
を

遵
守

し
、

本
発

電
所

に
起

因
す

る
放

射
線

被
ば

く
か

ら
周

辺
監

視
区

域
外

の
公

衆
並

び
に

放
射

線
業

務
従

事
者

及
び

一
時

立
入

者
（

以
下

「
放

射
線

業
務

従
事

者
等

」
と

い
う

。
）

を
防

護
す

る
た

め
十

分
な

放
射

線
防

護
対

策
を

講
じ

る
。

 
（

中
略

）
 

具
体

的
方

法
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
i
)
 
本

発
電

所
に

係
る

放
射

線
被

ば
く

を
合

理
的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
減

す
る

方
針

で
、

遮
蔽

設
備

、
換

気
設

備
、

放
射

線
管

理
施

設
及

び
放

射
性

廃
棄

物
廃

棄
施

設
を

設
計

し
、

運
用

す
る

。
 

 (
i
i
)
 
放

射
線

被
ば

く
を

合
理

的
に

達
成

で
き

る
限

り
低

く
す

る
た

め
に

、
管

理
区

域
を

設
定

し
て

立
ち

入
り

の
制

限
を

行
い

、
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
、

空
気

中
若

し
く

は
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

床
等

の
表

面
の

放
射

性
物

質
の

密
度

を
監

視
す

る
。

 
 (
i
i
i
)
 
放

射
線

業
務

従
事

者
に

対
し

て
は

、
線

量
を

測
定

評
価

し
線

量
の

低
減

に
努

め
る

。
 

     (
i
v
)
 
管

理
区

域
の

外
側

に
は

、
周

辺
監

視
区

域
を

設
定

し
て

、
人

の
立

ち
入

り
を

制
限

す
る

。
 

（
中

略
）

 

【
添

付
書

類
九

】
 

 1
.
 
放

射
線

防
護

に
関

す
る

基
本

方
針

 
  1
.
1
 
基

本
的

考
え

方
 

 放
射

線
の

被
ば

く
管

理
及

び
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

に
当

た
っ

て
は

、
「

核
原

料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原

子
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
」
（

以
下

「
原

子
炉

等
規

制
法

」
と

い
う

。
）

及
び

「
労

働
安

全
衛

生
法

」
を

遵
守

し
、

発
電

所
放

射
線

業
務

従
事

者
等

及
び

周
辺

監
視

区
域

外
の

公
衆

が
、

本
発

電
所

に
起

因
す

る
放

射
線

被
ば

く
か

ら
十

分
安

全
に

防
護

さ
れ

る
よ

う
に

放
射

線
防

護
対

策
を

講
じ

る
。

 
（

中
略

）
 

ま
た

、
放

射
線

の
被

ば
く

管
理

及
び

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
の

運
用

に
つ

い
て

は
、

「
原

子
炉

等
規

制
法

」
に

基
づ

き
、

保
安

規
定

に
こ

れ
を

定
め

る
。

 
1
.
2
 
具

体
的

方
法

 
(
1
)
 
放

射
線

防
護

に
関

し
て

、
外

部
被

ば
く

に
対

し
て

は
十

分
な

遮
へ

い
設

備
に

よ
り

、
ま

た
、

空
気

中
の

放
射

性
物

質
に

よ
る

内
部

被
ば

く
に

対
し

て
は

換
気

設
備

等
に

よ
り

、
こ

れ
を

合
理

的
に

達
成

で
き

る
限

り
低

減
す

る
方

針
で

設
計

し
、

運
用

す
る

。
 

(
2
)
 
放

射
線

業
務

従
事

者
に

対
し

て
は

、
不

必
要

な
放

射
線

被
ば

く
を

防
止

す
る

た
め

に
、

管
理

区
域

を
設

定
し

て
立

入
り

の
制

限
を

行
い

、
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
、

空
気

中
若

し
く

は
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

床
等

の
表

面
の

放
射

性
物

質
の

密
度

を
監

視
し

て
、

そ
の

結
果

を
管

理
区

域
内

の
諸

管
理

に
反

映
す

る
。

 
(
3
)
 
放

射
線

業
務

従
事

者
の

受
け

る
線

量
を

測
定

評
価

し
、

線
量

の
低

減
に

努
め

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
作

業
環

境
の

整
備

及
び

作
業

方
法

等
の

改
善

に
反

映
す

る
。

 
さ

ら
に

、
各

個
人

に
つ

い
て

は
、

定
期

的
又

は
必

要
に

応
じ

健
康

診
断

を
行

っ
て

常
に

身
体

的
状

態
を

把
握

す
る

。
 

(
4
)
 
管

理
区

域
の

外
側

に
周

辺
監

視
区

域
を

設
定

し
て

、
こ

の
区

域
内

で
の

人
の

居
住

を
禁

止
し

、
境

界
に

は
、

さ
く

又
は

標
識

を
設

け
る

等
の

方
法

に
よ

っ
て

人
の

立
入

り
を

制
限

す
る

。
 

（
管

理
区

域
の

設
定

・
解

除
）

 

第
１

７
７

条
の

２
 

管
理

区
域

は
、

添
付

７
に

示
す

区
域

と
す

る
。

 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
管

理
区

域
を

壁
、
柵

等
の

区
画

物
に

よ
っ

て
区

画
す

る
他

、
標

識
を

設
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
明

ら
か

に
他

の
場

所
と

区
別

す
る

。
 

３
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
管

理
区

域
を

解
除

す
る

場
合

は
、
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

４
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、
添

付
７

に
お

け
る

管
理

区
域

境
界

付
近

ま
た

は
管

理
区

域
設

定
・
解

除
予

定
エ

リ
ア

に
お

い
て

、
表

１
７

７
の

２
に

示
す

作
業

を
行

う
場

合
は

、
３

ヶ
月

以
内

に
限

り
管

理
区

域
を

設
定

ま
た

は
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

設
定

ま
た

は
解

除
に

当
た

っ
て

は
、

放
射

線
管

理
課

長
は

、
目

的
、
期

間
お

よ
び

場
所

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、
あ

ら
か

じ
め

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
条

件
を

満
足

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
、
当

該
エ

リ

ア
を

元
に

戻
す

場
合

に
つ

い
て

も
、
放

射
線

管
理

課
長

は
、
あ

ら
か

じ
め

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
条

件
を

満
足

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 

添
付

７
 

管
理

区
域

図
（

第
１

７
７

の
２

条
お

よ
び

第
１

７
８

条
関

連
）

 
（

以
下

略
）

 

 

○
３

号
炉

の
添

付
６

 
長

期
施

設
管

理
方

針
の

追
加

に
伴

い
、

添
付

番

号
を

従
前

の
「

６
」

か
ら

「
７

」

に
繰

り
下

げ
す

る
。

 

放
射

線
管

理
通

達
 

・
放

射
線

管
理

通
達

に
紐

付
く

社
内

標
準

に
お

い
て

、
保

安
規

定
に

定

め
る

管
理

区
域

を
管

理
す

る
こ

と

等
に

つ
い

て
は

記
載

済
で

あ
り

、

社
内

標
準

の
変

更
は

不
要

で
あ

る
。

 

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
 

第
１

７
８

条
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
管

理
区

域
を

次
の

と
お

り
区

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
中

略
）

 

２
．

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
は

、
添

付
７

に
示

す
区

域
と

す
る

。
 

（
以

下
略

）
 

○
３

号
炉

の
添

付
６

 
長

期
施

設
管

理
方

針
の

追
加

に
伴

い
、

添
付

番

号
を

従
前

の
「

６
」

か
ら

「
７

」

に
繰

り
下

げ
す

る
。

 

放
射

線
管

理
通

達
 

・
放

射
線

管
理

通
達

に
紐

付
く

社
内

標
準

に
お

い
て

、
汚

染
区

分
に

よ

り
管

理
区

域
内

を
区

分
す

る
こ

と

を
記

載
済

で
あ

り
、

社
内

標
準

の

変
更

は
不

要
で

あ
る

。
 

（
保

全
区

域
）

 

第
１

８
２

条
 

保
全

区
域

は
、

添
付

８
に

示
す

区
域

と
す

る
。

 

（
以

下
略

）
 

 

添
付

８
 

保
全

区
域

図
（

第
１

８
２

条
関

連
）

 

（
以

下
略

）
 

 

○
３

号
炉

の
添

付
６

 
長

期
施

設
管

理
方

針
の

追
加

に
伴

い
、

添
付

番

号
を

従
前

の
「

７
」

か
ら

「
８

」

に
繰

り
下

げ
す

る
。

 

安
全

管
理

通
達

 
・

安
全

管
理

通
達

に
紐

付
く

社
内

標

準
に

お
い

て
、

原
子

炉
施

設
の

保

全
の

た
め

に
保

全
区

域
を

設
定

す

る
こ

と
を

記
載

済
で

あ
る

が
、

一

部
記

載
適

正
化

を
実

施
す

る
。

 

(
2
)
 
管

理
区

域
及

び
周

辺
監

視
区

域
の

設
定

 
(
i
)
 
管

理
区

域
 

炉
室

、
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
、

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
等

の
場

所
で

あ
っ

て
、

そ
の

場
所

に
お

け
る

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

、
空

2
.
 
放

射
線

管
理

 
2
.
1
 
管

理
区

域
、

保
全

区
域

及
び

周
辺

監
視

区
域

の
設

定
 

2
.
1
.
1
 
管

理
区

域
 

炉
室

、
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
施

設
、

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
等

の
場

所
で

あ
っ

て
、

そ
の

場
所

に
お

け
る

外
部

放
射

線
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（
２

）
本

文
九

号
＋

添
付

書
類

九
 

 設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

R
0
2
.0
1
.
2
9 

許
可
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
】
 

R
0
2
.0
1
.
2
9 

許
可
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
の
考
え
方
 

気
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
又

は
放

射
性

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
表

面
の

放
射

性
物

質
の

密
度

が
、

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

の
規

定
に

基
づ

く
線

量
限

度
等

を
定

め
る

告
示

」
（

以
下

「
線

量
限

度
等

を
定

め
る

告
示

」
と

い
う

。
）

に
定

め
ら

れ
た

値
を

超
え

る
か

又
は

超
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
区

域
は

、
す

べ
て

管
理

区
域

と
す

る
。

 
実

際
に

は
部

屋
、

建
物

そ
の

他
の

施
設

の
配

置
及

び
管

理
上

の
便

宜
を

も
考

慮
し

て
、

原
子

炉
格

納
施

設
、

原
子

炉
補

助
建

屋
の

大
部

分
、

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

、
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
等

を
管

理
区

域
と

す
る

。
 

な
お

、
管

理
区

域
外

に
お

い
て

一
時

的
に

上
記

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
る

か
又

は
超

え
る

お
そ

れ
の

あ
る

区
域

が
生

じ
た

場
合

は
、

一
時

的
な

管
理

区
域

と
す

る
。

 

に
係

る
線

量
、

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

又
は

放
射

性
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

表
面

の
放

射
性

物
質

の
密

度
が

、
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す

る
規

則
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
」
（

以
下

「
線

量
限

度
等

を
定

め
る

告
示

」
と

い
う

。
）
（

第
２

条
）

に
定

め
ら

れ
た

値
を

超
え

る
か

又
は

超
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
区

域
は

、
す

べ
て

管
理

区
域

と
す

る
。

 
実

際
に

は
、

部
屋

、
建

物
そ

の
他

の
施

設
の

配
置

及
び

管
理

上
の

便
宜

を
も

考
慮

し
て

、
原

子
炉

格
納

施
設

、
原

子
炉

補
助

建
屋

の
大

部
分

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
、

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

等
を

管
理

区
域

と
す

る
。

管
理

区
域

の
範

囲
を

第
2
.
1
.
1
図

に
示

す
。

 
ま

た
、

運
用

段
階

で
、

も
し

も
一

時
的

に
上

記
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

る
か

又
は

超
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
区

域
が

生
じ

た
場

合
は

、
一

時
的

な
管

理
区

域
と

す
る

。
 

 
2
.
1
.
2
 
保

全
区

域
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

、
運

転
等

に
関

す
る

規
則

」
（

第
１

条
）

の
規

定
に

基
づ

き
、

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
特

に
管

理
を

必
要

と
す

る
原

子
炉

補
助

建
屋

で
管

理
区

域
以

外
の

区
域

、
タ

ー
ビ

ン
建

屋
等

を
第

2
.
1
.
1
図

に
示

す
よ

う
に

保
全

区
域

と
し

て
設

定
す

る
。
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